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宮 崎 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 八 号

宮 崎 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 四 項 中 「 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 「 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」

に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 第 三 項 の 規 定 に よ り 委 任 を 受 け た か い 長 は 、 特 別 の 必 要 が あ つ

て 知 事 の 承 認 を 受 け た と き は 、 同 項 の 規 定 に よ り 委 任 を 受 け た 事

務 の 一 部 を 当 該 か い に 所 属 す る 職 員 に 専 決 さ せ る こ と が で き る 。

第 三 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 を 「 第 一 項 及 び 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項

を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 事 務 は 県 税 ・ 総 務 事 務 所 又 は

西 臼 杵 支 庁 の か い 長 に 委 任 す る 。

一 所 管 区 域 （ 県 税 ・ 総 務 事 務 所 に あ つ て は 、 県 税 及 び 総 務 に 関

す る 事 務 の 所 管 区 域 ） 内 に 所 在 す る 出 先 機 関 等 の 物 品 の 購 入 （

物 品 の 購 入 等 の 事 務 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 年 宮 崎 県 規 則 第 三 十

五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 物 品 の 購 入 を い う 。 ） に 係 る 受

払 通 知 、 支 出 負 担 行 為 及 び 支 出 命 令 に 関 す る こ と 。

二 同 一 の 庁 舎 に 所 在 す る 福 祉 事 務 所 、 農 林 振 興 局 及 び 土 木 事 務

所 に 係 る 報 酬 、 職 員 手 当 、 賃 金 、 報 酬 及 び 賃 金 に 係 る 共 済 費 並

び に 旅 費 の 支 出 負 担 行 為 及 び 支 出 命 令 に 関 す る こ と 。

第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 総 務 事 務 セ ン タ ー 課 長 補 佐 」 の 下 に 「 （

総 括 ） 」 を 加 え る 。

第 五 条 第 四 号 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め 、

同 条 第 五 号 中 「 県 税 事 務 所 の 出 納 員 （ 宮 崎 県 税 事 務 所 の 出 納 員 を 除

く 。 ） 」 を 「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 以 外 の 県 税 ・ 総 務 事 務 所 の 納 税

管 理 課 長 （ 都 城 県 税 ・ 総 務 事 務 所 及 び 延 岡 県 税 ・ 総 務 事 務 所 に あ つ

て は 、 管 理 課 長 ） で あ る 出 納 員 」 に 、 「 県 税 事 務 所 に 」 を 「 県 税 ・

総 務 事 務 所 に 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 の 二 中 「 宮 崎 県 税 事 務 所 の 」 を

「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 の 管 理 課 長 で あ る 」 に 、 「 宮 崎 県 税 事 務 所

に 」 を 「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 に 」 に 改 め 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を

加 え る 。

五 の 三 県 税 ・ 総 務 事 務 所 の 総 務 事 務 セ ン タ ー 課 長 （ 日 南 県 税 ・

総 務 事 務 所 、 都 城 県 税 ・ 総 務 事 務 所 及 び 延 岡 県 税 ・ 総 務 事 務 所

に あ つ て は 、 総 務 商 工 セ ン タ ー 課 長 ） で あ る 出 納 員 当 該 県 税

・ 総 務 事 務 所 に 属 す る 第 四 号 ア 及 び ウ か ら キ ま で に 掲 げ る 事 務

を 行 う こ と 。

第 八 条 第 二 項 中 「 技 術 員 を 除 く 」 を 「 物 品 に 関 す る 事 務 を 担 当 す

る 者 に 限 る 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 同 一 目 内 に お け る 歳 出 予 算 の 流 用 に つ い て は 、 総 務 部

長 へ の 報 告 を も つ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。

第 四 十 九 条 第 一 項 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 、

「 宮 崎 県 税 事 務 所 長 」 を 「 宮 崎 県 税 ・ 総 務 事 務 所 長 」 に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

第 四 十 九 条 の 二 か ら 第 五 十 一 条 の 二 ま で の 規 定 中 「 県 税 事 務 所 」

を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

第 六 十 四 条 第 一 項 中 「 郵 便 局 又 は 」 を 削 る 。

第 七 十 七 条 の 三 中 「 郵 便 局 払 」 を 「 郵 便 貯 金 銀 行 （ 郵 政 民 営 化 法

（ 平 成 十 七 年 法 律 第 九 十 七 号 ） 第 九 十 四 条 に 規 定 す る 郵 便 貯 金 銀 行

を い い 、 郵 便 貯 金 銀 行 を 所 属 銀 行 と す る 銀 行 代 理 業 （ 銀 行 法 （ 昭 和

五 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ） 第 二 条 第 十 四 項 に 規 定 す る 銀 行 代 理 業 を

い う 。 ） を 営 む 郵 便 局 （ 郵 便 局 株 式 会 社 法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 号 ）

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 郵 便 局 を い う 。 ） を 含 む 。 ） 払 」 に 改 め る 。

第 百 一 条 第 二 項 第 六 号 中 「 随 意 契 約 」 を 「 令 第 百 六 十 七 条 の 五 及

び 第 百 六 十 七 条 の 十 一 に 規 定 す る 資 格 を 有 す る 者 と 契 約 を 締 結 す る

場 合 又 は こ れ ら 以 外 の 者 と 随 意 契 約 」 に 改 め る 。

第 百 二 条 の 見 出 し 中 「 代 る 」 を 「 代 わ る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 中

「 郵 便 為 替 証 書 」 を 「 為 替 証 書 （ 郵 便 貯 金 銀 行 （ 郵 政 民 営 化 法 第 九

十 四 条 に 規 定 す る 郵 便 貯 金 銀 行 を い う 。 ） が 発 行 す る 為 替 証 書 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。

第 百 二 条 の 二 第 一 項 第 五 号 中 「 郵 便 為 替 証 書 」 を 「 為 替 証 書 」 に

改 め る 。

第 百 六 条 第 一 項 第 一 号 中 「 指 名 競 争 契 約 」 を 「 一 般 競 争 契 約 、 指

名 競 争 契 約 」 に 改 め る 。

第 百 二 十 二 条 第 四 項 中 「 工 事 若 し く は 工 事 に 関 す る 業 務 の 請 負 又

は 」 を 「 工 事 、 工 事 に 関 す る 業 務 、 庁 舎 管 理 に 関 す る 業 務 若 し く は

職 員 宿 舎 管 理 業 務 の 請 負 、 」 に 改 め 、 「 限 る 」 の 下 に 「 。 次 項 に お

い て 同 じ 」 を 、 「 売 払 い 」 の 下 に 「 又 は 公 有 財 産 の 貸 付 け 」 を 加 え 、

同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 前 項 の 規 定 に よ り 、 普 通 財 産 の 売 払 い 又 は 公 有 財 産 の 貸 付 け に

係 る 契 約 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 執 行 前 に 当 該 契 約 に 係 る 予 定

価 格 を 公 表 す る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 予 定 価 格 調

書 は 封 書 に す る こ と を 要 し な い 。



宮 崎 県 公 報平成 20年 ３ 月 31日（月曜日） 号外 第 15号

害 2害

第 百 六 十 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 物 品 の 受 入 れ の 通 知 は 、 予 算 執 行 伺 に よ る 物 品 の 購 入 に あ つ て

は 予 算 執 行 伺 に 、 寄 贈 物 品 の 受 入 れ に あ つ て は 寄 贈 物 品 受 入 調 書

に 押 印 す る こ と に よ り 行 う も の と し 、 物 品 購 入 要 求 書 に よ る 物 品

の 購 入 の 場 合 に あ つ て は 調 達 決 定 に 関 す る 書 類 を 送 付 す る こ と に

よ り 行 う も の と す る 。

第 百 八 十 五 条 及 び 第 百 八 十 七 条 第 二 項 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税

・ 総 務 事 務 所 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

別 表 第 二 中

「

」
を

「

」

「

」

「

」

「

」

「

」

別 表 第 三 本 庁 会 計 課 の 出 納 員 の 項 中

「

」

「

」

「 児 童 家 庭 課 」 を 「 こ ど も 政 策 課 」 に 、

「

」

「

」

相 談 セ ン タ ー 及 び 福 祉 事 務 所 （ 中 部 福 祉 事 務 所 を 除 く 。 ） 」 を 「 福

祉 こ ど も セ ン タ ー 及 び 福 祉 事 務 所 」 に 改 め 、 「 宮 崎 県 議 会 情 報 公 開

条 例 第 二 十 六 条 及 び 宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 第 二 十 八 条 に 規 定 す る

公 文 書 の 写 し 」 の 下 に 「 並 び に 宮 崎 県 議 会 情 報 公 開 条 例 第 二 十 五 条

の 規 定 に よ り 議 会 が 行 う 情 報 提 供 に 係 る 資 料 の 写 し 」 を 加 え 、 同 表

県 税 事 務 所 の 出 納 員 の 項 中 「 県 税 事 務 所 」 を 「 県 税 ・ 総 務 事 務 所 」

に 改 め 、 同 表 西 臼 杵 支 庁 、 中 央 福 祉 相 談 セ ン タ ー 及 び 福 祉 事 務 所 （

中 部 福 祉 事 務 所 を 除 く 。 ） の 出 納 員 の 項 中 「 中 央 福 祉 相 談 セ ン タ ー

及 び 福 祉 事 務 所 （ 中 部 福 祉 事 務 所 を 除 く 。 ） 」 を 「 福 祉 こ ど も セ ン

タ ー 及 び 福 祉 事 務 所 」 に 、 「 中 央 福 祉 相 談 セ ン タ ー 及 び 当 該 福 祉 事

務 所 」 を 「 当 該 福 祉 こ ど も セ ン タ ー 及 び 福 祉 事 務 所 」 に 改 め 、 同 表

中 央 福 祉 相 談 セ ン タ ー 及 び 児 童 相 談 所 （ 中 央 児 童 相 談 所 を 除 く 。 ）

を
に 、

を
に 改 め る 。

総 務 課 の 金 銭

分 任 出 納 員

一 宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 第 二

十 五 条 及 び 宮 崎 県 個 人 情 報

保 護 条 例 第 二 十 八 条 に 規 定

す る 公 文 書 の 写 し 並 び に 宮

崎 県 情 報 公 開 条 例 第 二 十 四

条 の 規 定 に よ り 県 が 行 う 情

報 提 供 に 係 る 資 料 の 写 し の

作 成 に 要 す る 費 用 の 収 納 に

関 す る こ と 。

総 務 課 の 金 銭

分 任 出 納 員

福 祉 保 健 課 の

金 銭 分 任 出 納

員

一 宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 第 二

十 五 条 及 び 宮 崎 県 個 人 情 報

保 護 条 例 第 二 十 八 条 に 規 定

す る 公 文 書 の 写 し 並 び に 宮

崎 県 情 報 公 開 条 例 第 二 十 四

条 の 規 定 に よ り 県 が 行 う 情

報 提 供 に 係 る 資 料 の 写 し の

作 成 に 要 す る 費 用 の 収 納 に

関 す る こ と 。

二 総 務 課 に 属 す る 入 札 保 証

金 及 び 契 約 保 証 金 の 受 入 れ

並 び に 受 け 入 れ た 当 日 に 直

ち に 還 付 す る 必 要 の あ る 入

札 保 証 金 の 還 付 に 関 す る こ

と 。

介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 金

に 係 る 返 還 金 の 収 納 に 関 す る

こ と 。

総 務 事 務 セ ン

タ ー の 金 銭 分

任 出 納 員

福 祉 保 健 課 の

金 銭 分 任 出 納

員

二 総 務 課 に 属 す る 入 札 保 証

金 及 び 契 約 保 証 金 の 受 入 れ

並 び に 受 け 入 れ た 当 日 に 直

ち に 還 付 す る 必 要 の あ る 入

札 保 証 金 の 還 付 に 関 す る こ

と 。

診 療 報 酬 の 収 納 に 関 す る こ と 。

介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 金

に 係 る 返 還 金 の 収 納 に 関 す る

こ と 。

を
に 、

障 害 福 祉 課 の

金 銭 分 任 出 納

員

心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 の 掛

金 の 収 納 に 関 す る こ と 。

障 害 福 祉 課 の

金 銭 分 任 出 納

員
健 康 増 進 課 の

金 銭 分 任 出 納

員

心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 の 掛

金 の 収 納 に 関 す る こ と 。

未 熟 児 養 育 医 療 制 度 の 自 己 負

担 金 の 収 納 に 関 す る こ と 。

に 、 「 中 央 福 祉

を

に 、

出 先 機 関 名

女 性 相 談 所

き り し ま 寮

中 央 児 童 相 談 所

都 城 児 童 相 談 所

延 岡 児 童 相 談 所

食 品 開 発 セ ン タ ー

病 害 虫 防 除 ・ 肥 料 検 査 セ ン タ ー

県 立 宮 崎 西 高 等 学 校 附 属 中 学 校

か い 名

中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

南 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

北 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

工 業 技 術 セ ン タ ー

総 合 農 業 試 験 場

県 立 宮 崎 西 高 等 学 校

県 税 事 務 所 総 務 課 長

県 税 ・ 総 務 事 務 所 管 理 課 長 又 は 納

税 管 理 課 長 及 び

総 務 事 務 セ ン タ

ー 課 長 又 は 総 務

商 工 セ ン タ ー 課

長

中 央 福 祉 相 談 セ ン タ

ー
福 祉 事 務 所 （ 中 部 福

祉 事 務 所 を 除 く 。 ）
副 所 長

総 務 課 長

福 祉 こ ど も セ ン タ ー

福 祉 事 務 所

副 所 長

総 務 課 長

消 費 生 活 セ ン タ ー

都 城 児 童 相 談 所

延 岡 児 童 相 談 所

こ ど も 療 育 セ ン タ ー
副 所 長

副 所 長

副 所 長

事 務 長

消 費 生 活 セ ン タ ー

こ ど も 療 育 セ ン タ ー
副 所 長

事 務 長
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の 出 納 員 の 項 中 「 中 央 福 祉 相 談 セ ン タ ー 及 び 児 童 相 談 所 （ 中 央 児 童

相 談 所 を 除 く 。 ） 」 を 「 福 祉 こ ど も セ ン タ ー 」 に 、 「 中 央 福 祉 相 談

セ ン タ ー 及 び 当 該 児 童 相 談 所 」 を 「 当 該 福 祉 こ ど も セ ン タ ー の 金 銭

分 任 出 納 員 」 に 改 め 、 同 表 北 部 港 湾 事 務 所 の 出 納 員 の 項 中 「 延 岡 駐

在 所 及 び 」 を 削 る 。

別 表 第 五 の 項 中 「 登 記 済 証 写 」 を 「 登 記 完 了 を 証 す る 書 類 」 に１４

改 め る 。

別 表 第 九 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 九 （ 第 百 五 十 二 条 関 係 ）

別 表 第 十 中

「

」

「

」

る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

出 先 機 関 名

女 性 相 談 所

き り し ま 寮

中 央 児 童 相 談 所

都 城 児 童 相 談 所

延 岡 児 童 相 談 所

食 品 開 発 セ ン タ ー

病 害 虫 防 除 ・ 肥 料 検 査 セ ン タ ー

県 立 宮 崎 西 高 等 学 校 附 属 中 学 校

か い 名

中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

中 央 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

南 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

北 部 福 祉 こ ど も セ ン タ ー

工 業 技 術 セ ン タ ー

総 合 農 業 試 験 場

県 立 宮 崎 西 高 等 学 校

人 事 課

西 臼 杵 支 庁

衛 生 管 理 課

商 工 政 策 課

産 業 技 術 専 門 校

水 産 政 策 課

農 林 振 興 局

総 合 農 業 試 験 場

自 治 学 院

西 臼 杵 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー

食 肉 衛 生 検 査 所

商 工 労 政 事 務 所

産 業 技 術 専 門 校 高 鍋 校

高 等 水 産 研 修 所

地 域 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー （ 西 臼 杵 農 業 改

良 普 及 セ ン タ ー を 除 く 。 ）

畑 作 園 芸 支 場

を
に 改 め

人 事 課

衛 生 管 理 課

産 業 技 術 専 門 校

水 産 政 策 課

総 合 農 業 試 験 場

自 治 学 院

食 肉 衛 生 検 査 所

産 業 技 術 専 門 校 高 鍋 校

高 等 水 産 研 修 所

畑 作 園 芸 支 場
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